
給付１３

記号 番　号

年 月 日

１．乳幼児（子ども）医療 ２．心身障害者医療

３．ひとり親家庭医療 ４．妊産婦医療

５．老人医療 ６．肝炎インターフェロン医療

７．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受給者証の発行機関名称 年 月 日

年 月 日

電話 （ ）

　　１．新たに医療費助成を受けることになった　　　２．受給要件を満たさなくなった

　　３．受給する助成内容に変更があった

　　４．所得制限により受給要件を満たさなくなった（満たしていない）

　　１．受給者証（写）

　　４．その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 上記のとおり届出します。 令和　　　　年　　　　月　　　　日
住　所

 ジェイティ健康保険組合　理事長　殿 被保険者
　（届出者） 電話番号　　　　（　　　）　　

氏　名

確認年月日 令和　　　　年　　　月　　　日

◎都道府県名 ◎市区町村名

◎助成内容

誕生月末日 ・ 誕生日 ・ 就学前

小学校終了 ・ 中学校終了

誕生月末日 ・ 誕生日 ・ 就学前

小学校終了 ・ 中学校終了

◎備考
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公費負担医療費　該当・非該当・取消　届
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被保
険者
との
続柄

対象者の氏名
被
 
保
 
険
 
者
 
が
 
記
 
入
 
す
 
る
 
欄

生年
月日
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助 成 制 度

事 業 所 名
（所 属 部 署）

フ　リ　ガ　ナ

被 保 険 者 証
の 記 号 番 号

昭・平・令

昭・平・令

該当年月日

非該当年月日

自己負担額の上限

届 出 事 由

添 付 書 類
　　３．添付なし　　２．助成のしおり

支給する　・　停止する
(健保優先)　(公費優先)

支給する　・　停止する
(健保優先)　(公費優先)

付加金

県内 現物　・　償還
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印



給１３説明

医療費の助成制度（公費助成）に関する届出をするとき

　公費負担医療制度は、社会福祉および公衆衛生の向上発展を期するための施策で、国および地方公
共団体が医療に関する給付を行う制度です。
　疾病の種類や患者の状態によっては、国および地方公共団体が優先的に給付を行ったり、健康保険
でかかった患者の自己負担分を国および地方公共団体が負担するものなど、その取扱いは多種多様な
ものとなっています。

　従って、被保険者や被扶養者が公費負担医療制度の助成を受けるようになったときには、国および
地方公共団体が自己負担分等を負担しているため、健保組合からの一部負担還元金や家族療養費付加
金等の支給（国および地方公共団体からの支給との二重払い）を防ぐために、また、助成を受けなく
なったとき（国および地方公共団体からの支給がなくなり自己負担が発生したとき）は一部負担還元
金や家族療養費付加金等を支給するため、健保組合へ「公費負担医療費　該当・非該当・取消　届」
を提出して頂き、給付金支給に調整を行うこととなります。

１．申請書類

　（１）「公費負担医療費　該当・非該当・取消　届」（給１３）

　（２）国や地方公共団体から交付されている「医療受給者証」写しや「助成内容のしおり」
　　　（裏面に注意事項等が記載されている場合には、裏面の写しも添付して下さい。）

　　※「医療受給者証」とは、医療機関の窓口で「被保険者証」と併せて提示すると自己負担額が
　　　 減免されるものです。（地方公共団体により名称が異なります。）

　　※国や地方公共団体より、非該当・取消となった通知書を受けている場合には、写しを添付して
　　　下さい。

２．提出時の注意事項

　 　（１）被保険者は申請書類を直接、健保組合に送付して下さい。
〒105-6927
東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 神谷町トラストタワー
ジェイティ健康保険組合　給付担当宛

　（２）助成制度について詳しい内容が記載されている「しおり」などがある場合には写しを添付して
　 　下さい。

　 　（３）乳幼児医療費助成事業に所得制限があり、乳幼児医療費助成制度の該当にならない場合でも、
　　　　市町村で実施されている乳幼児医療費助成事業の年齢の範囲・所得制限の範囲等は、さまざま
　　　　となっており、健保組合では把握することが出来ません。
　　　　被保険者の方からの届出をもって、該当の有無を判断し、市町村と調整を行っておりますので、

　 　　　　「公費負担医療費　該当・非該当・取消　届」の「非該当」を○で囲んで、同様に手続きを
　　　　行って下さい。

　（４）届出をされていないことにより、医療費の助成制度に該当していることが確認出来ない場合は、
　　　　健保組合では、高額療養費・付加金等の支給調整ができません。
　　　　助成制度に該当していることが判明した場合には、遡及して高額療養費・付加金等の返還をし
　　　　て頂くことになりますので、ご注意下さい。




